
令和３年度第２回福島県社会福祉審議会　中間整理案への意見について

※会議で提出された意見等 資料２－４①

番号 ページ数 委員名 項目等 意見・修正案等 担当課 県の考え方
本文修正の

有無
修正内容

1 P.12 佐藤委員 その他 矢印は右肩上がりにすべきではないか。 保健福祉総務課 修正いたします。 ○
P.14
右肩上がりの図に修正。

2 P.24 佐藤委員 施策の方向

健康寿命の延伸については、今の施策を継続す
る内容となっているが、今まで取り組んできた運
動が奏効したのかどうか、その原因はどうであっ
たのか、事務局としてはどう捉えているのか。

健康づくり推進課

　厚生労働省の調査によると、健康寿命は全国、本県と
もに傾向として伸長しているが、全国平均の伸び率に本
県の伸び率が追いついていないため、都道府県順位とし
ては上がっていない。全国平均の伸び率で算定した場合
の、令和１２年度の健康寿命を目標値に設定している。
　食、運動、社会参加のベースは変わらないが、全ての
取組について見直し・強化を行い、健康寿命の延伸を
図っていきたい。

3 P.24 佐藤委員 施策の方向

効果を見える形で出すのは難しいし、具体的な効
果が期待できるような策を記載するのも難しい
が、いままでの取組をそのまま継続するように見
えるので、より踏み込んだ内容を記載できると良
い。

健康づくり推進課

個別計画の第２次健康ふくしま２１計画の見直しにおいて
具体的取組を検討していきたい。
今回のビジョンにどのような記載ができるかは検討させて
いただきたい。

○

P.28　L20
　また、健民アプリ等の多様なツールを活用
し、県民が手軽に楽しく健康づくりに取り組
むことができる環境づくりを進めます。

4 P.24 松枝委員 指標
平均余命を出した上で、健康寿命がどれだけ伸
びるかを表現した方が良いのでは。
また、併せて平均寿命を記載するべきでは。

健康づくり推進課
県としては、制約を受けないで生活できる期間を延ばして
いくということに重点を置きたいと考えているため、健康
寿命を指標として採用した。

5 P.24 松枝委員 指標
被災自治体の意味は。（東日本大震災なのか、
台風19号なのか等）

健康づくり推進課

原子力災害の影響を受けた１０市町村を対象としている。
原子力災害の被災自治体では、住民の帰還状況などに
開きがあることから、保健サービスの状況についても大き
なばらつきがある。
特定健康指導は基本的な保健サービスであり、全国の目
標と同様の水準を目指せるようにしたい。

○ 　※補足を追加します。



番号 ページ数 委員名 項目等 意見・修正案等 担当課 県の考え方
本文修正の

有無
修正内容

6 P.80 松枝委員 施策の方向
福祉においては、住所と居所の問題を明らかに
する必要がある。

保健福祉総務課 居所、住所の問題については表現を検討していきたい。

7 P.30 渡部委員 施策の方向
食育という言葉をどういう意味で使用しているの
か。（単なる栄養面の話ではないのでは）

健康づくり推進課

食育推進計画において、栄養面だけでなく食文化等、食
生活全般についての取組を記載している。
県としては、食育を減塩や野菜摂取といった健康の面だ
けでなく、食文化の継承、地産地消等も含めた総合的
な、生涯を通じて必要な取組として捉えている。

8 P.30 渡部委員 施策の方向 食育について総合的な記載をお願いしたい。 健康づくり推進課 検討したい。 ○

P.31　L23
「 県民一人ひとりが、健全な食生活と豊か
な人間性をはぐくみ、環境や食文化を意識
した持続可能な社会を実現するため、家
庭、学校、職域、地域が一体となった食育の
取組を推進します。」

9 P.37 渡部委員 指標 医師、看護師等の目標値の設定の根拠は 医療人材対策室

医師については、将来の人口構成、医療ニーズ等を踏ま
えて、現在医師少数県である本県の医師数を、全国平均
の水準に近づけるための目標値。
看護職員数については、今後必要な人数を、各医療機関
等への聞き取りを元に試算して積み上げたもの。

10 P.37 渡部委員 指標 福島県の将来人口推計を踏まえた人数か 医療人材対策室 お見込みの通り。

11 P.33 久保委員 指標
高齢者の通いの場への参加率はどのように算出
するのか。

健康づくり推進課
「介護予防日常生活支援総合事業実施状況に関する調
査」（厚生労働省）から算出。

12 P.33 久保委員 指標
限定的な場所に通っている人の数しか補足でき
ないでのはないか。（中断）

健康づくり推進課



番号 ページ数 委員名 項目等 意見・修正案等 担当課 県の考え方
本文修正の

有無
修正内容

13 P.65 久保委員 指標
ICT導入施設数の定義は。
どのような設備を導入した施設がカウントされる
のか。

高齢福祉課 県補助事業の実績を積み上げたもの。

14 P.65 久保委員 指標

介護職員は、必要数に対する充足率のほうが
（県が目指そうとしている水準が）指標として分か
りやすいのではないか。
（配置基準を満たしていない危機的状況なのか、
配置基準を満たした上で、より充実させる必要が
あるという状況なのかわかりにくい。）

社会福祉課

介護職員数は、県内市町村が必要とする介護サービス
利用者の見込み数をもとに現況値から算出した数値。
サービス利用者の状況等、様々な変動要因があり、R12
年度の必要数を正確に見込むのは難しいため、職員数と
している。

15 P.79 久保委員 指標
犬の苦情件数、犬の捕獲頭数だけで良いのか。
猫についての状況は。

食品生活衛生課

　猫の苦情件数も増えているが、現状では犬が多い。
　また、猫の苦情件数は、環境省が全国統計を公表して
いない。県内の分は把握しているため検討したい。
犬は狂犬病予防法等で放し飼いできないことになってい
るため捕獲することができるが、猫については放し飼い
が認められているため法律上捕獲できないことから、犬
の捕獲頭数のみを指標としている。

○

P.95
猫の苦情件数についての指標を追加。
現況値 R2年度 1,180件
目標値 R12年度 1,000件以下

16 P.33 小林委員 指標

現在の高齢者は６０代７０代でも、昔に比べて元
気な方が多い。
高齢者の実態が変化している事を踏まえると、
「通いの場への参加率」だけでは現状を把握でき
ないのでは。
高齢者が生きがいを持つことを目標とするのであ
れば、社会参加や就労に関する指標がいいので
はないか。

健康づくり推進課

介護予防に資する通いの場は、体操や趣味活動等活動
内容が様々であり、全国と各市町村の状況を同じ指標で
比較できる「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施
状況に関する調査（厚生労働省）」に基づく「通いの場へ
の参加率」が指標に合うと考える。

―



番号 ページ数 委員名 項目等 意見・修正案等 担当課 県の考え方
本文修正の

有無
修正内容

17 P.43 小林委員 指標
新型コロナウイルス感染症の対策は重点的に取
り組むべきと思われるため、関係する指標を追加
するべきでは。

地域医療課
新型コロナウイルス感染症については、短期間において
国が示す方針が変わることから、今回の中間整理におい
ては目標値は設定しないこととする。

―

18 P.56 小林委員 指標

若者の自立できる社会の実現については、これ
だけの指標で良いか。
（２０歳前後は統合失調症を発症しやすい年齢で
あることや、働き出してすぐに発達障害がわかっ
た等の事例を踏まえて）

こども・青少年政策課 指標の追加を検討したい。 ○

P.66
○ひきこもり相談支援センターでの相談件
数
R2:1,152件
数値は毎年度把握し分析する（目標値は設
定しない）

19 P.69 小林委員 指標
指標に上げられているイベント等への参加数だけ
でなく、障がい者本人へのアンケートなどのデー
タを指標として活用できないか。

障がい福祉課
障がい者本人へのアンケートについては、現況値データ
を持ち合わせていないため、今後の参考とします。

―

20 松枝委員 指標
指標には根拠があるため、出典も明らかにした方
が、説明する際に分かりやすいのでは。

保健福祉総務課 必要に応じて出典を記載することとする。 ―

21 P.61 松枝委員 指標

これだけ‰（パーミル）という単位になっている
が、人口割合など他の単位とすべきでは。
また、市町村が、生活困窮者が生活保護となる
前に対策を実施しやすくなるような指標の見せ方
を検討すべき。

社会福祉課
‰については、国の使用している単位であるため、この
単位を使用するが、ご指摘を受け、単位の説明を追記す
るものとする。

○

P.83
（現況値　9.1「‰」の数値の下に下記を追
記）

※1000分の１を１とする単位。
１‰＝0.001

22 P.46 遠藤委員 その他
出会い、結婚に関することは指標に必要なのか。
シングルで子育てをする方への支援も必要であ
る。

こども・青少年政策課

アンケートの結果、結婚を希望している方いるため、そう
いった方への支援をを行政として支援したいと考えてい
る。
独身で子育てをする方への支援を行っている。



番号 ページ数 委員名 項目等 意見・修正案等 担当課 県の考え方
本文修正の

有無
修正内容

23 P.76 石川委員 施策の方向
老若男女という表現、性的マイノリティの記載を
追加すべき（若者、男女、LGBT）

保健福祉総務課

LGBTの差別については、他部局の所管であるためビジョ
ンには記載しておりませんが、関連する施策において連
携して対応していく。
なお、表現については改めて整理する。

○
P.90　L18
「年齢、性別、障がいの有無等の違いにか
かわらず」

24 - 石川委員 その他
成年後見制度について地域格差があるとのこと
だが、先進的な取組をしているモデル事業を市町
村に周知してほしい。（意見）

高齢福祉課
障がい福祉課
児童家庭課

25 - 関委員 指標 目標値を設定した根拠を説明すべきでは。 保健福祉総務課
全ての指標について、設定根拠等を再度確認し、別紙資
料として整理する。

26 - 関委員 指標
実数がいいのか、割合が良いのか検討すべき
（認知症サポーター、介護職員数等）

保健福祉総務課
全ての指標について、設定根拠等を再度確認し、別紙資
料として整理する。

27 - 関委員 指標
細かい指標もあるため、象徴的なものを設定す
べきではないか。（特定の事業の実施数や、ねん
りんピックの参加者数等は指標に適さない。）

保健福祉総務課
全ての指標について、設定根拠等を再度確認し、別紙資
料として整理する。

28 関委員 指標

R12年度までの目標値を設定しているが、さらに
短期間で完了すべきものもあると思われるためメ
リハリを付けて記載すべきでは。
備考欄に記載する方法でもいい。

保健福祉総務課
全ての指標について、設定根拠等を再度確認し、別紙資
料として整理する。



令和３年度第２回福島県社会福祉審議会　中間整理案への意見について

※会議後書面で提出された意見等 資料２－４②

番号 ページ数 委員名 項目等 意見・修正案等 修正理由 担当課 県の考え方 本文の修正 修正内容

1 30 倉持委員
健全な食生活
を育むための
食育の推進

子供の貧困対策に関する大綱（令和元年11月）において指摘されている貧
困家庭へ対する食育支援（児童福祉施設を通じた食育支援等）におけるの
視点を取り入れほしい。

貧困家庭においては自ら食育を実践す
ることは困難であり、保育所や児童養護
施設等の児童福祉施設を通じた食育支
援が重要である。したがって、せめて子
どもの貧困に関してこのような視点を盛
り込んでほしい。

こども・青少年政策課
子育て支援課
児童家庭課
健康づくり推進課

　ご意見のあった保育所での食育
については、保育指針等に基づき
各施設の特色を生かして行われ
ており、実施状況については、
P50「(2)子育て支援」の「施策の方
向」の一つ目に記載の指導監査
の中で確認し、必要な指導を行っ
ております。

-

2 33 関委員 指標

1.「高齢者の通いの場への参加率」については、「介護予防に資する通い
の場への参加率（65歳以上の高齢者）」とし、備考欄に「県・市保健所把握
数？」といった説明があるとよい。
2.ねんりんピック参加者数、シルバー美術展の出品数はいずれも県全体の
介護予防の推進施策の結果との関連が分かりにくい指標だと思うので、介
護予防と関連が明確な項目を設定してほしい。

1.全県的な把握は難しいので、県で把
握できる分で県全体の推進状況を評価
する考え方としてはどうか。

健康づくり推進課

１ 御意見を踏まえまして、「介護
予防に資する通いの場への参加
率（65歳以上人口における参加
率）」とし、備考欄に「出典　介護
予防・日常生活支援総合事業の
実施状況に関する調査結果（厚
生労働省）」を追記いたします。

2 県全体の介護予防推進施策の
結果を的確に示すよりよい指標に
ついて検討した結果、他に適切な
指標が存在しないため、現状を維
持します。

○

P.36
「介護予防に資する通いの場への参
加率（65歳以上人口における参加
率）」

出典　介護予防・日常生活支援総合事
業の実施状況に関する調査結果（厚
生労働省）

3 33 関委員 指標
3.認知症サポーター数は、実数ではなく県民の何割を目標とするかという
観点で設定したほうがよいと思う。

高齢福祉課

　認知症サポーター数に係る
指標については、当面、全県
民を分母とした普及率を捉える
のではなく、それぞれの立場
や考え方に応じて認知症の方
へのサポート活動を行う方が、
県内に実数としてどれくらいい
らっしゃるのかという視点か
ら、施策の進捗度をはかりたい
と考えます。
　なお、国においても認知症施
策推進大綱にて実数の指標を
採用しています。

-

4 38 佐藤委員
「福島モデル」
の取扱いにつ
いて

＜「福島モデル」を～今後の施策の出発点としてもよいのでは＞との前回
意見に対し、同モデルは大きく変遷しており現在進行中であるためビジョン
には記載しないとの回答であったが、当該意見は感染症対策を念頭に置
いたものではない。　　　　　　　　　　　　　　　　P.38　６行目以降記載の「地
域における医療機関の機能分化・連携」を進めるに当たっての基盤である
「オール福島体制」が、万全とは言えないまでも、現に構築された意義(先
見性、協力への感謝)を押さえるべきではないかという意味。
【修正前】５行目以降　～構築するためには、新興感染症には機動的に対
応することを前提に、地域における医療機関の機能分化・連携を進め、併
せて～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【修正後】５行目以降　～構
築することが不可欠です。危機的状況にあった医療提供体制の立て直しに
大きな効果を発揮した前例にならい、新興感染症には機動的に対応するこ
とを前提に、地域における医療機関の機能分化・連携を更に進め、併せて
～

地域医療体制を大きく民間病院に依存
する本県において、コロナ対策を奇貨と
して１段ギアが上がった民間病院との連
携・分担の実績を記載することにより、
当事者が次のステージへと進む上での
モチベーションにつながると考えられる
ため。

地域医療課
意見を踏まえ、修正内容のとおり
修正いたします。

○

P.41.　L5
　人口減少・高齢化に伴う医療ニーズ
の質・量の変化や労働力人口の減少
がさらに進む中、質の高い医療を効率
的かつ持続可能な形で提供できる体
制を構築することが重要です。
　危機的状況にあった医療提供体制
の中、新型コロナウイルス感染症対策
により医療機関の機能分化・連携が進
んだ実績を踏まえ、新興感染症等に対
応できる体制を維持・拡充し、併せて
在宅医療等の充実を図る必要があり
ます。



番号 ページ数 委員名 項目等 意見・修正案等 修正理由 担当課 県の考え方 本文の修正 修正内容

5 46 佐藤委員

結婚や子育て
をためらわせ
る要因につい
て

１２～１４行目「また、子育ての負担感、～様々な要因があります。」につい
て、記載が必要か。

ネガティブな要因を強調し過ぎることに
よって、むしろ不安感をあおることになり
かねないし、経済力の低さが阻害要因
と認識していながら、対応策が「ポジティ
ブなイメージを持てる気運の醸成」では
説得力に欠ける。

こども・青少年政策課

　本記載は、県民の結婚や子育
ての希望が実現できていない要
因を具体的に示し、「３　安心して
子どもを生み育てられる環境づく
り」全体が結婚や子育て支援につ
ながっていることを説明するもの
です。

-

6 47 佐藤委員
指標の設定に
ついて

「婚姻数」の指標が総件数となっているが、人口１０万対の指標等が妥当で
は。
「50歳時未婚割合」以下の各指標は必要か。

人口減少下での婚姻数トレンドが判断
できない。
目標値としないのであれば「参考」が妥
当では。

こども・青少年政策課

　婚姻に関する指標としては、他
に「婚姻率」がありますが、こちら
は国や地方自治体の全人口を母
数としており、人口に占める年少・
老年人口の割合に数値が左右さ
れることから、指標としては婚姻
数を採用しており、また目標値は
将来的な人口推計（人口減）をふ
まえて算定しております。
　「50歳時未婚割合」以下の指標
については、合計特殊出生率の
減少要因は「結婚動向の変化（未
婚化・晩婚化）」と「夫婦の出産行
動の変化（有配偶出生率の低
下）」に分解されることから、合計
特殊出生率の動向を分析するた
めに必要となります。

-

7 51 原委員
第3章　３－
（２）　子育て支
援

看護師の「就業看護職員数」（P.37）や、介護職の「介護職員数」（P.65）の
ように、保育士の「就業保育士数」「保育士数」、さらには、研修等行ってい
れば、その終了者数を、P.51の指標に加えて頂きたい。

施策の方針で、「・・・保育士の人材確保
及び各種研修等による人材育成・・・保
育の質の向上を図ります。」とあるが、
指標には関連項目がない。

子育て支援課

　ご意見のあった保育士数につい
ては、看護職や介護職とは異な
り、今後少子化の影響により保育
需要の減少が見込まれることか
ら、指標としてなじまないと考えて
おり、個別計画においても指標設
定しておりません。

-

8 51 原野委員 指標について
看護職員数や医師数，介護職員数を指標に入れているのであれば，保育
士数も入れてはどうか。

待機児童問題には，保育士不足もあげ
られるため，保育士数もあげた方がよい
と考えたから。また，左記のとおり，他の
機関の職員数が指標としてあげられて
いるのであれば，統一した方がよいと考
えたから。

子育て支援課

　御意見のあった保育士数につい
ては、看護職や介護職とは異な
り、今後少子化の影響により保育
需要の減少が見込まれることか
ら、指標としてなじまないと考えて
おり、個別計画においても指標設
定しておりません。

-
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9 52 鎌田委員

(3)援助を必要
とする子供や
家庭への支援
「背景・課題」
「施策の方向」
について

①【修正前】12行目：「経済的困窮や家族の介護等の課題を抱えている家
族に対し、
【修正後】経済的困窮や、家族の介護等の課題を抱えている子ども(ヤング
ケアラー)や家族に対し、　　　修正いただきたい
➁【加筆】欄外に説明として、「ヤングケアラーとは法令上の定義はない
が、一般的に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを
日常的に行っている児童を指す」と加えていただきたい
➂【修正前】31行目：・・・・自立支援を進めます。
【修正後】・・・・自立支援を進めます。また家族の介護を担う「ヤングケア
ラー」の早期発見・把握、支援策の推進、社会的認知度の向上に向け取り
組みます。　　と加えていただきたい。この内容は厚労省概算要求の資料
の「現状と課題」の項目から転記しました。

ヤングケアラーについてはご承知のよう
に「ヤングケアラーの支援に関する令和
4年度概算要求等について」(厚生労働
省、文部化科学省、令和3年9月14日)
で、令和3年6月18日閣議決定の「経済
財政運営と改革の基本方針」にも「(前
略)ヤングケアラーについて、早期発見・
把握、相談支援など支援策の推進、社
会的認知度の向上などに取り組む(攻
略)」とあります。その中には「ヤングケ
アラー支体制強化事業援(新規)」ほか
で、都道府県の役割が明記されていま
すので、強調して書き込んでいただきた
い。

児童家庭課
御意見をふまえ、修正する方向で
検討いたします。

○

P58 L13
　経済的困窮や、家族の介護等の課
題を抱えている子ども（ヤングケアラー
※）や家庭に対し、（略）
P58 L22
　※　ヤングケアラー：
　法令上の定義はありませんが、一般
的に、本来大人が担うと想定されてい
る家事や家族の世話などを日常的に
行っている子どもを言います。
P59 L23
　（※ヤングケアラーについては、施策
の方向を現在検討中であり、今後それ
らの内容を記載する方向で調整してま
いります。）

10 52-53 関委員
施策の方向
指標

P52、32行目「子どもの学習支援」は、事業では「子どもの学習・生活支援」
という名称に変更されている。
指標に、県等で把握している「子どもの学習・生活支援実施団体数」や「子
ども食堂設置数」を含めてはどうか。

施策に記載している取組みの目標とす
る指標項目は、進学率のみではなく、居
場所づくりという観点が必要。

社会福祉課
こども・青少年政策課

御意見をふまえ、指標を追加いた
します。

○

P.66
○「子どもの居場所の設置数」を指標
に追加。
現況値　R2：66か所
目標値　R12：増加を目指す

11 54-55 関委員
施策の方向
指標

「男性の育児休業取得率」を指標にするのであれば、施策の方向に「男性
の育児休業の取得を促進する」との記載をすべき。
逆に、施策の方向に「子育て応援パスポートの取組を推進」すると記載して
いるのに、取得状況を指標に設定していないのはなぜか？

こども・青少年政策課
御意見を踏まえ、修正及び指標を
追加いたします。

○

P.66
○「男性の育児休業取得率」は削除
（男性の育児休業取得促進は保健福
祉部及びこども未来局の所管業務範
囲外のため）。
○「ファミたんカード協賛店舗数」を指
標に追加。
現況値　R2：3,943店舗
目標値　R12：4,500店舗

12 60-61 関委員
施策の方向
指標

1.指標にある「市町村地域福祉計画」については、策定率ではなく策定市
町村数とし、備考に「令和６年度までに全市町村」と記載し早めに目標を達
成することを明確にすべき。

社会福祉課

県の総合計画との整合を図るた
め策定率としております。
なお、ビジョン別冊の資料編にお
いて、令和６年度までに目標を達
成することが分かるよう整理いた
します。

-
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13 60-61 関委員
施策の方向
指標

2.施策の方向性は「重層的支援体制整備の推進」としているのはよいが、
指標には任意事業である「重層的支援体制整備事業実施市町村数」とす
るのではなく、事業として実施しなくても「重層的支援体制を整備した市町
村数」の目標を全市町村とし市町村に照会し整備状況を把握すべき。

社会福祉課
御意見を踏まえ、整備状況の把
握については今後検討いたしま
す。

-

14 60-61 関委員
施策の方向
指標

3.指標にある「生活保護率‰（千人当たり）」は厚生労働省の発表にあると
おり「％（100人あたり）」にした方がわかりやすい。
P6110-11行目「生活保護受給者の最低生活保障及び自立を促進します」
と記載しているが、生活保護受給者は最低生活を保障されているので、
「生活保護受給者の自立を促進します。」と記載すべきではないか。

社会福祉課

‰については、国の使用している
単位であるため、この単位を使用
いたしますが、御指摘を受け、単
位の説明を追記するものといたし
ます。
また、「最低生活保障及び」の記
載については御意見の通り削除
いたします。

○

P.83
（現況値　9.1「‰」の数値の下に下記
を追記）

※1000分の１を１とする単位。
１‰＝0.001

15 65 関委員 指標
1.介護福祉士等修学資金貸付は手段なので目標にはふさわしくない。貸付
者がむしろ減少する方がよいという考えもある。目標は「養成校の就学者
の増加または定員を充たす」ことである。

社会福祉課

貸付の対象者は、卒業後、福島
県内において介護の業務に従事
しようとする方としており、県内は
もとより県外の養成施設に修学し
た方も対象としています。
　養成校の「修学者の増加」では
県内から県外養成施設修学者、
「定員を充たす」では定員減（又は
増）等の年度変化に対応できない
ため、「介護福祉士等修学資金貸
付」を指標としています。

-

16 70 佐藤委員

「福島県子ども
を虐待から守
る条例」の記載
について

前回意見において、同条例の施行を受けた施策体系の見直し等を提案し
たが、修正案P.52は虐待を受けた子供への支援であり、P.70も体制整備の
根拠を法律とするなど、書き込みが弱い。

議員提案でもあり、議会、県民の注目度
は高い。条例施行を受けて強化した対
策等が必要では。

児童家庭課
御意見を踏まえ、修正いたしま
す。

○

Ｐ80　L9
　特に、令和２年４月に「福島県子ども
を虐待から守る条例」が施行されたこ
とを踏まえ、児童虐待は子どもに対す
る重大な人権侵害であり、いかなる理
由があっても許されないとの認識の下
で、社会全体で児童虐待防止に関す
る理解を深めるほか、実効性のある防
止体制の構築、早期発見及び支援等
に取り組むことが重要です。
P.81　L14
 「福島県子どもを虐待から守る条例」
の理念を踏まえ、子どもの権利と生命
を守るため、児童相談所や市町村など
の相談体制の充実や、未然防止及び
早期発見、再発防止、要保護児童対
策地域協議会をはじめとする関係機関
の緊密な連携による支援など、児童虐
待対策の更なる強化に努めます。
P.81　L18
児童虐待防止に関する社会全体での
理解を深めるため、体罰によらない子
育てや虐待防止等に関する普及啓発
に取り組みます。
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17 71 佐藤委員
目標値の扱い
について」

「児童虐待相談対応件数」～「障がい者差別解消ダイヤルへの相談件数」
について、目標値を設定しない理由は。

改善が見込めず既に及び腰との誤解を
与えないか。

児童家庭課
障がい福祉課

児童虐待相談対応件数について
は、地域社会における児童虐待
への関心の高まりや相談窓口の
周知徹底など、様々な要因により
影響を受ける可能性があることか
ら、毎年度把握し分析することとし
ており、総合計画においても同様
の取り扱いとしております。頂きま
した御意見は重要であると認識し
ており、所管課といたしましては、
減少を目指し児童虐待対策にしっ
かりと取り組んでまいる考えであ
りますので御理解願います。
また、障がい者差別解消相談専
用ダイヤル相談件数につきまして
は、その増減を目標値に設定する
ことはなじまないため、相談内容
に応じた適切な対応を目指しま
す。

-

18 71 関委員 指標
中核機関の設置は令和12年度を目標とするのではなく、法律により努力義
務になったことも考慮し広域設置も考え、令和8年度等にする等全市町村
設置を目標を早めに達成すべき。備考欄にその旨記載してはどうか。

高齢福祉課

昨年度、当課で作成した第9次
高齢者福祉計画・第8次介護
保険事業支援計画の記載に合
わせ、目標年度を令和５年度
までといたします。
なお、国の基本計画が現在改
定作業中であるため、次期計
画が示されたうえで、目標年度
に変更が生じる可能性があり
ます。

- 左記の通り

19 71 鎌田委員

(4)権利擁護の
推進、障がい
者差別の解
消、DVの根絶

【修正前】・・・(省略)とともに、市町村職員等の資質向上のための研修を実
施します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【修正後】・・・(省略)ととも
に、市町村職員等による理解と専門性向上のための研修を実施します。

国の目標値などからも計画や開設の進
捗状況は遅れており、積極的に取り組
む必要があるため

高齢福祉課
障がい福祉課

御意見を踏まえて修正いたし
ます。

○

P.81　L21
～とともに、市町村職員等への理
解と専門性向上のための研修を実
施します。

20
90~
98

久保委員
指標の設定に
ついて

　既に会議でも出されていた意見であるが、基本方針方針と指標項目の整
合性を再度検討してもらいたいと思います。

　基本方針の内容と指標項目の関連性
がわからないものがあるため

保健福祉総務課
全ての指標について、設定根拠
等を再度確認し、別紙資料として
整理いたします。
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21 共通 関委員 指標

１．指標の数値の根拠等の説明書きがないので、県民が見てわかるようど
うしてその数値なのかという根拠の説明書きを加えてほしい。また、県庁内
で担当者が異動したとしても後任者がその数値の根拠がわからないと評価
できなくなる。
２．指標の名称（項目）については、個別の事業ではなく、当該施策を推進
した結果として妥当な名称（項目）にすべきである。
３．目標値を令和12年度としているが、施策の中には市町村地域福祉計画
策定のように３年程度で100％にすべき指標の項目（名称）もあるので、備
考欄等で説明する等の改善をお願いしたい。
４．目標値は実数や割合等で表しているが、今後の将来人口は減少するこ
とを踏まえた数値の表し方（例：人口の○○％等）を検討していほしい。な
お、割合の場合は母数の説明が必要だと思う。（例：65歳以上の人口に占
める割合等）

保健福祉総務課
全ての指標について、設定根拠
等を再度確認し、別紙資料として
整理いたします。

22 全体として 原野委員
指標の項目に
ついて

各指標をあげた理由を書いてほしい。

審議会でも意見がでていたが，各事業
についてあげられている指標がなぜこ
れなのかという原則がわからなかったた
め。福島県において，ここが問題である
からこの指標を挙げているという説明が
あった方が指標の意味がみえてくるか
ら。

保健福祉総務課
全ての指標について、設定根拠
等を再度確認し、別紙資料として
整理いたします。



　　　　　　　福島県保健医療福祉復興ビジョン中間整理案に対する意見 資料２－４③

　 　

No 意見提出自治体 頁 該当箇所 意見 担当課 意見への回答
本文修正の
有無

修正内容

1 会津若松市 26

26ページ

10行

・「バランスのとれた食生活」と記載されているが、定義が

あいまいなので、この項目の場合、「栄養バランスのとれた

食生活」と修正してはどうか。
健康づくり推進

課
御意見のとおり修正いたします。 ○

P.29 L11
栄養バランスのとれた食生活

2 会津若松市 28

28ページ

22行目

・一次予防（発症予防）の取組の具体的明記について

　〈施策の方向〉において、上記の記載がないが、９行目に

「取組の更なる推進を図る必要」と述べられているので、新

学習指導要領での教育内容も鑑み、「学校・保健・医療・福

祉・産業等が連携しての一次予防（発症予防）の取組を進め

ます。」と記載してはどうか。

　※26ページ及び30ページにおける〈施策の方向〉記載内容

とも整合

健康づくり推進

課

御意見のとおり、一次予防の取組に関して
追記いたします。

○

P.30 L23
関係機関等と連携して、がん予防のための
生活習慣の改善に向けた情報提供等に取
り組みます。

3 会津若松市 30

30ページ

３行目

・「本県の成人一人当たりの推定野菜摂取量の平均は全国平

均を上回っていますが、1日あたり摂取したい野菜量の目安

（350ｇ）には、1皿分（約100ｇ）程度届いていません。ま

た、推定食塩摂取量の平均は、男性11.9ｇ、女性9.9ｇであ

り、分布をみると、男性の約8割、女性の約7割が厚生労働省

の定める目標量より多く摂取している状況です。（平成28年

度県民健康栄養調査）」と修正してはどうか。

健康づくり推進

課

御意見のとおり修正いたします。
なお、県民健康栄養調査については、「福
島県食行動実態把握調査」といたします。

○

P.31 L4
本県の成人一人当たりの推定野菜摂取量
の平均は全国平均を上回っていますが、1
日あたり摂取したい野菜量の目安（350ｇ）に
は、1皿分（約100ｇ）程度届いていません。
また、推定食塩摂取量の平均は、男性11.9
ｇ、女性9.9ｇであり、分布をみると、男性の
約8割、女性の約7割が厚生労働省の定め
る目標量より多く摂取している状況です。
（平成28年度福島県食行動実態把握調査）



No 意見提出自治体 頁 該当箇所 意見 担当課 意見への回答
本文修正の
有無

修正内容

4 会津若松市 30

30ページ

13行目

31ページ

評価指標

・指標と関連する本文について

（１）「肥満者割合の減少」が指標化されているが、小児期

からの生活習慣病対策における食育の指標は、「過食者の割

合・減少」や「就寝前飲食者の割合・減少」「早食い者の割

合・減少」などの健康に資する食行動に関する指標が適当で

あると思われ、アウトカム指標「肥満者割合の減少」は、肥

満対策に関連する「食・運動・社会参加」の方策が明記され

ている25ページに記載してはどうか。

（２）30ページ13行に、「・・・・・整備、定期的な身体計

測と栄養アセスメントにより生活の中での活動量の増加を促

すなどの総合的な取組が必要です。」と加筆してはどうか。

（３）指標の名称「特定健康診査受診者のうち」と記載され

ているが、データの出典を明

らかにするため、保険者分類の明記をしてはどうか。

　例.特定健康診査受診者（国民健康保険・全国健康保険協会

被保険者）

健康づくり推進

課

（１）御意見のとおり修正いたします。
（２）御意見を参考に修正いたします。
（３）出典を明記いたします。

○

（１）指標の記載方法を再度整理します。
（２）「・・・整備、定期的な身体状況の把握と
栄養アセスメントにより生活の中での活動量
の増加を促すなどの総合的な取組が必要で
す。」
（３）出典について「NDBオープンデータ」と
記載する。

5 会津若松市 30

54ページ

30行目

・食育の対象者のとらえ方について

　「子どもたちの望ましい食習慣の定着を図るため、」と記

載されているが、食育は「子ども」だけを対象とするもので

はないため、「子ども及び子育て世代の若者、子どもを取り

巻く地域住民、食環境も含めて望ましい食習慣の定着を図る

ため、」と修正してはどうか。

健康づくり推進

課

子育て支援課

御意見のとおり修正します。 ○

P.61 L11
（健康づくり推進課案）子ども及び子育て世
代の若者、子どもを取り巻く地域住民、食環
境も含めて望ましい食習慣の定着を図るた
め、

6 会津若松市 33

33ページ

表の一番下の行

・介護保険の要介護（要支援）に該当する高齢者の割合

令和12年度の目標値「3.9％」について

　今後の高齢者数の増加、特に後期高齢者の増加を考える

と、実現が困難な少なすぎる目標値であり、現実的な値にし

てはどうか。
健康づくり推進

課

目標値「3.9％」は、第1号新規要介護認定
率であり、指標が誤っておりました。申し訳
ございません。訂正いたします。
高齢者が増加している状況でありますが、
介護予防等の取組により、第1号新規要介
護認定率の現状維持を目指しております。

○

P.36　表中
・指標の名称
「介護保険の要介護（要支援）に該当する高
齢者の割合」を削除し、「第1号新規要介護
認定率」に修正

・現況値
R２年度19.3％を、R元年度3.9％に修正。



No 意見提出自治体 頁 該当箇所 意見 担当課 意見への回答
本文修正の
有無

修正内容

7 会津若松市 51 51ページ

・指標の名称のうち、

「保育所入所希望者に対する待機児童数の割合」と記載され

ているが、「保育施設入所希望者に対する待機児童数の割

合」としてはどうか。 子育て支援課

「保育施設」より「保育所」の方が一般的（県
民に身近）な表現と考えます。
総合計画を始めととする他計画において
も、同様の表現としております。

－

8 会津若松市 80

80ページ

23行目

・「災害時に何らかの特別な配慮を要する高齢者、障がい児

者、乳幼児、妊産婦、難病患者、医療的ケア児等が避難でき

る福祉避難所の指定等を促進します。」と記載されている

が、東日本大震災の経験より、長期的な避難における栄養・

健康課題への対応もふまえ、

「災害時に何らかの特別な配慮を要する高齢者、障がい児

者、乳幼児、妊産婦、難病患者、医療的ケア児等が避難でき

る福祉避難所の指定等を促進し、避難の長期化も念頭に、日

本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）等、専門職による災

害支援チームと協力して対応します。」と加筆してはどう

か。

保健福祉総務課 御意見を踏まえて修正いたします。 ○

P.93　L23
災害時に何らかの特別な配慮を要する高齢
者、障がい児者、乳幼児、妊産婦、難病患
者、医療的ケア児等が避難できる福祉避難
所の指定等を促進しします。
また、避難の長期化に備え、関係団体によ
る専門職の災害派遣チーム等との連携を推
進します。

9 会津若松市 92

92ページ

表の６行目

・介護保険の要介護（要支援）に該当する高齢者の割合

令和12年度の目標値「3.9％」について

　今後の高齢者数の増加、特に後期高齢者の増加を考える

と、実現が困難な少なすぎる目標値であり、現実的な値にし

てはどうか。

・現況値の「％」の記入漏れ

健康づくり推進

課

目標値「3.9％」は、第1号新規要介護認定
率であり、指標が誤っておりました。申し訳
ございません。訂正いたします。
高齢者が増加している状況でありますが、
介護予防等の取組により、第1号新規要介
護認定率の現状維持を目指しております。

○

P.36　表中
・指標の名称
「介護保険の要介護（要支援）に該当する高
齢者の割合」を削除し、「第1号新規要介護
認定率」に修正

・現況値
R２年度19.3％を、R元年度3.9％に修正。


